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○北杜市境界確認事務取扱要綱 

平成２６年３月２８日 

告示第２８号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、北杜市有地と、これに隣接する土地との境界の確認（以下「境

界確認」という。）を行う事務の手続について、必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる北杜市有地） 

第２条 この告示において境界確認の対象とする北杜市有地（以下「市有地」とい

う。）は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の適用を受ける道路 

（２） 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１００条第１項の適用を受ける

河川 

（３） 北杜市法定外公共物管理条例（平成１６年北杜市条例第２３２号）第２

条各号に定める法定外公共物 

（４） 前３号に掲げるもののほか、各部局が所管する市有地 

（境界確認の申請者） 

第３条 境界確認の申請ができる者（以下「申請者」という。）は、当該土地（以

下「申請地」という。）の所有者とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、そ

れぞれ当該各号に定める者とする。 

（１） 申請地の所有者が、法人の場合は、代表者とする。ただし、法人が解散

又は倒産した場合は、精算人又は破産管財人とする。 

（２） 申請地の所有者が、死亡している場合は、相続人とする。 

（３） 申請地の所有者が、破産者の場合は、破産管財人とする。 

（４） 申請地の所有者が、未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人と

する。 

（５） 申請地が、公共事業の施行に伴い境界確認を必要とする場合は、事業主

体の官公署の長とする。 

（６） その他市長が申請資格を有すると認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、前項に掲げる者から、境界確認の権限を委任された
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者は、境界確認の申請を代理して行うことができる。 

（費用の負担） 

第４条 境界確認に要する費用は、全て申請者の負担とする。 

（境界確認の申請） 

第５条 申請者は、境界確認申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、

次に掲げる関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１） 位置図（案内図） 

（２） 公図の写し（法務局備付けの、不動産登記法（平成１６年法律第１２３

号）第１４条で規定する地図の写し） 

（３） 実測現況平面図（縮尺は５００分の１以上で、申請地の現況を表示する

のに適当なものとし、申請箇所を中心にその周辺の地形及び地上物件を正確に

表示した図面に申請者の主張する境界線を朱線により表示する。）に、アから

オまでに掲げるものを記入したもの 

ア 縮尺及び方位 

イ 境界標及び基準点の座標 

ウ 道路、河川、鉄道等公共施設の名称 

エ 図面を作成した年月日並びに作成した有資格者の職名、氏名及び印 

オ 道路・水路等の構造物からの点間状況及び幅員 

（４） 土地調書（様式第２号）（同意を必要とする隣接地（以下「隣接地」と

いう。）の地番毎の地籍並びに所有者の住所及び氏名を記載したもの） 

（５） 土地登記事項全部事項証明書（申請地及び隣接地が最新のものとする。

ただし、隣接地は、要約書とすることができる。） 

（６） 隣接地所有者の立会い証明書の写し。ただし、同時立会いの場合は、立

会い後速やかに提出すること。 

（７） 申請箇所状況写真 

（８） 委任状（様式第３号）。ただし、代理申請の場合。 

（９） その他市長が必要と認める書類 

（境界確認） 

第６条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類
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を審査し、境界確認を行うことを決定したときは、現地立会いの方法によるもの

とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。 

２ 市長は、申請者及び隣接地所有者と対等の立場で境界確認を行うものとする。 

３ 申請者は、境界確認をする区間の起点、終点及び必要な箇所に、境界標を設置

するものとする。 

４ 市長は、市有地と申請地の境界線及びその対側地の境界線について境界確認を

行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、市有地と申請地の境界線の

みについて境界確認を行うことができる。 

（１） 客観的な資料、図面その他の関係書類に基づき市有地の対側地までの距

離が確保され、境界線の線形の整合性が妥当と確認でき、かつ、関係土地の所

有者に不利益が生じないと認められる場合 

（２） 申請者が境界確認の協議を求めた関係土地の所有者と協議することがで

きないとき又は協議が整わない場合 

（申請の取下げ） 

第７条 申請者は、申請を取り下げようとするときは、境界確認申請取下げ書（様

式第４号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、申請者から前項の規定による書面の提出があったときは、申請者に申

請書を返却するものとする。 

（境界確認書の交付） 

第８条 市長は、境界確認により境界を確定する協議が完了したときは、境界確認

書（様式第５号）に境界線を朱線により示した地籍図を添付して申請者に交付す

るものとする。 

（境界確定不調の通知） 

第９条 市長は、第６条に規定する境界確認が成立しなかった場合は、申請者の意

見を聴取した上で、境界確定不調通知書（様式第６号）により申請者へ通知する

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知を行うときは、申請者に申請書を返却するもの

とする。 

（境界確認受付台帳への記載及び文書の保存） 
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第１０条 市長は、境界確認の事務を完了したときは、境界確認受付台帳（様式第

７号）に必要な事項を記載するものとする。 

２ 境界確認受付台帳及び境界確認に係る文書は、所管する部局において保存する

ものとする。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

 


